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1. システム設定申込の改善（前回のご提案内容）
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システム設定申込

現
行

次
期

申込内容の反映

システム設定

申込担当者 弊社システム設定担当者 NACCS

申込担当者 NACCS

システム設定申込画面 (現行)：NSS（ウェブサイト）にて入力

システム設定画面案 (次期)：NACCSの利用者設定業務にて入力

申込内容の確認・反映（4営業日）

U業務により登録
（即時反映）

※ 詳細については、別紙に記載の変更案をご参照ください。
※ 申込内容の確認を要する項目については、現行と同様にNSSにて

申込をいただき、弊社担当者にて確認・反映をさせていただきます。

責任者名や営業所名等の名称に関する項目等、
U業務による登録が可能となる設定項目については、
U業務実施後、即時システムへ反映される。

NSS

第17回WG資料より再掲



2. 第17回WGにて頂いたご意見に対する修正案
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デメリット
「責任者名」等の帳票に反映される項目がシステム管理者以外にも変更可能になってしまう

✓ アクセス権限は制限すべき
✓ 従来通りNSSによる申込がよい

ご提案内容を一部修正し、責任者名を含む「名称」に関する項目は、
U業務化の対象とはせず、従来通りNSSによる申込とする。

カテゴリー 項目名 次期NACCSにおける変更方法（案）

名称

企業名（英） 変更申込（NSS）

営業所名（英） 利用者設定業務（U業務） 変更申込（NSS）

営業所所在地（英）（都道府県） 利用者設定業務（U業務） 変更申込（NSS）

営業所所在地（英）（市区町村） 利用者設定業務（U業務） 変更申込（NSS）

営業所所在地（英）（その他） 利用者設定業務（U業務） 変更申込（NSS）

責任者名（英） 利用者設定業務（U業務） 変更申込（NSS）

メリット 即時に設定変更できるため利便性が向上する



従来通りNSSによる申込とすることで、U業務化による即時反映のメリットが失われてしまうが、
責任者名等の変更が事前に分かっている場合には、変更の事前登録をしていただくことでシームレスな変更が可能です。

2. 第17回WGにて頂いたご意見に対する修正案
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ご提案内容を一部修正し、責任者名を含む「名称」に関する項目は、
U業務化の対象とはせず、従来通りNSSによる申込とする。

デメリット
「責任者名」等の帳票に反映される項目がシステム管理者以外にも変更可能になってしまう

✓ アクセス権限は制限すべき
✓ 従来通りNSSによる申込がよい

メリット 即時に設定変更できるため利便性が向上する


